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１． CCUS登録行政書士の育成・活用

• 地方部におけるCCUS普及促進には、 業界団体・元請協力会等のネットワークに属さない小規模事

業者の登録が急務。 小規模事業者は、 自ら登録が困難な場合も少なくない。

• このため、 小規模事業者とも接点を有する行政書士による代行申請を開始（2022年2月）。

• CCUSの実務習得のためのオンライン講習を実施し、 これを受講した者を ｢CCUS登録行政書士｣

としてCCUSホームページ （以下「HP」という｡） において公表し、 ユーザーの登録申請をサポート

する選択肢を拡大。

• CCUS登録行政書士が常に最新の情報を保持できるよう、 定期的に情報提供（CCUSインフォメー

ションとして月1～2回程度）し、 知識のブラシュアップを実施。

大手

一人親方

専門工事企業
サブコン

地場

中堅

個人事業主２次３次企業

元請団体

専門工事業団体

地場工務店等

建設事業者

業界団体・協力会のネットワーク
外の方々に対しては、 認定登録
機関による窓口のほか行政書士
による代行申請も可能に

技能者
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2． 行政書士によるＣＣＵＳの登録・申請

行政書士は、 ２０２２年２月よりＣＣＵＳ事業者登録を行えば 代行申請が可能となった。

（事業者登録を必要としない代理登録も可能）

申請区分 申請者 申請方法
新規申請 変更・更新申請

現場・施工体制
の登録

技能者 事業者 技能者 事業者

本人による
申請

本人申請 本人 インターネット 〇 〇 〇 〇 〇

本人以外に
よる申請

認定登録機関申請 認定登録機関 申請書（紙） 〇 〇 〇 〇

代行申請
（注１）

元請事業者
所属事業者 等

インターネット

〇 〇 〇 〇

登録行政書士 〇 〇 〇 〇

代理申請（注２）
本人の委任を
受けた第三者

△ △ △ △ △

〇 ： CCUS上の機能で申請

△ ： CCUS上の機能ではなく、 本人に代わり申請

注１ 代行申請：事業者IDを持っている事業者や登録行政書士が、ＣＣＵＳの代行申請画面より、 本人に代わり

 情報登録申請をおこなうこと。

注２ 代理申請：事業者IDを持っていない者が、ＣＣＵＳ登録画面より本人に代わって必要なデータを入力すること。
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3． ＣＣＵＳ登録行政書士と認定アドバイザーの違い

項 目 CCUS登録行政書士 CCUS認定アドバイザー

定 義 （目 的）
CCUSに事業者登録し、 CCUS登録（新規・

変更・更新） 希望者の代行申請を行う行政書士

CCUSの登録、 現場運用等に係る専門的知識

を修得し、 CCUSの利用者に対する適切な指導

及び助言等を行う者

対 象 （単 位） 行政書士事務所 ・ 行政書士法人 個人

要 件

行政書士法に基づき行政書士として登録を受け、 

CCUS事業者登録を完了した行政書士事務所

または行政書士法人のうち、 所定の講習を修了

し、CCUSのHPの名簿リストに掲載されたもの

基金が実施する認定講習を受講して修了考査に

合格し、アドバイザーとしての十分なスキルを修

得したと認められる者

責 務 特になし 年１回、 実績報告書を基金に提出

CCUSのHP

への掲載
名簿リスト掲載 認定者のうち希望する者を名簿リスト掲載

費 用
事象者登録料 (5年毎)  6,000円

管理者ＩＤ利用料 (毎年) 11,400円
無料

有効期間 ５年 （更新には事業者登録料納付が必要） ２年 （更新可能， 条件あり）

問合せ等窓口 ＣＣＵＳのHPの「お問い合わせフォーム」 （建設業振興基金内） 認定アドバイザー窓口
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4． 行政書士による代理申請 登録フロー

事業者 行政書士

本システムにて新規申請を申込み、申請ログイン用ＩＤ及びパスワードを取得

※申込みメールアドレスは行政書士のメールアドレスを登録

ログインし新しいパスワードを設定して、登録情報の入力及び書類を添付して申請

この際、「登録責任者」欄のメールアドレスには行政書士のメールアドレスを入力、 

メールアドレス以外は事業者の担当職員の情報を入力

事業者ＩＤの取得 、保管

事業者ＩＤ、初期パスワード及びセキュリ

ティコードを使用して、パスワードを

事業者のみ知るパスワードに変更

変更申請にて、登録責任者のメールアド

レスを、行政書士から事業者の担当職員

のメールアドレスに変更

事業者ＩＤ、パスワード、

セキュリティコードの取得

※ 事業者の新規登録（インターネット申請）の場合行政書士のメールアドレスを使用する方法

必要な添付書類の確認

メール「システム登録料金額のご案内」を受け、支払方法を選択し、登録料を支払い

※あらかじめ 事業者登録料の支払方法を選定しておく

✓依頼人と行政書士との委任契約の締結

✓個人情報保護方針及び利用規約の依頼人への説明

申請に必要な添付書類の準備

① 事業者確認書類

② 社会保険等の証明書類 等

5
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5． 行政書士による代行申請フロー

事業者 行政書士

自らのログインＩＤ，パスワードでログインし、

CCUSシステム画面の「代行申請」 「事業者の新規代行」 から、

登録情報の入力及び書類を添付して申請

事業者ＩＤの取得 、保管

事業者ＩＤ、初期パスワード及びセキュリ

ティコードを使用して、パスワードを

事業者のみ知るパスワードに変更

変更申請にて、登録責任者のメールアド

レスを、行政書士から事業者の担当職員

のメールアドレスに変更

事業者ＩＤ、パスワード、

セキュリティコードの取得

※ 事業者の新規登録（インターネット申請）の場合ＣＣＵＳ登録行政書士による代行申請

必要な添付書類の確認

メール「システム登録料金額のご案内」を受け、支払方法を選択し、登録料を支払い

※あらかじめ 事業者登録料の支払方法を選定しておく

申請に必要な添付書類の準備

① 事業者確認書類

② 社会保険等の証明書類 等

代行申請同意書の印刷と記入・押印代行申請同意書に記名・押印
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6． 登録行政書士のメリット ①

項 目

「行政書士による代行申請」

「代理申請」
オンライン講習受講 （認定アドバイザーは受講不要）

オンライン講習
受講希望なし

CCUS HPの名簿に掲載
CCUS HPの
名簿に非掲載

「登録行政書士」

CCUS事業者登録 必 要 不 要

CCUS利用料
事業者登録料 （5年ごと）  6，000円
管理者 ID 利用料 （毎年） 11，400円

不 要

申請フロー ※ 別紙 「申請フロー」 参照

メリット

CCUS登録希望者
にとって

① 自分で登録する代わりに、登録を依頼できる窓口が広がる。

② 書類の準備や登録など、届出業務に慣れた人に任せることができる。

③ 所定の講習を受講したCCUSに詳しい人に依頼することができる。

④ CCUS HPで近くの登録行政書士を探せる。

行政書士にとって

① 登録申請の手順が簡略化される。

② 登録行政書士としてCCUS HP掲載名簿に載り、
登録希望者の信頼を得られる。

③ 建設業振興基金により、CCUSに関する各種情報
が提供される。
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6． 登録行政書士のメリット ②

登録行政書士名簿（ＣＣＵＳホームページ掲載）

サポートマップ（ＣＣＵＳホームページに所在地リンク掲載） CCUSインフォメーション（月1～２回程度メール発信）
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イベント 行　政　書　士 C Ｃ Ｕ Ｓ 運 営 主 体

ＣＣＵＳのHPの 「登録する－事業者登録－
インターネット申請」 (下記URL) より事業
者登録インターネット申請をおこなう。
https://www.ccus.jp/p/application

申請用ログインＩＤと
パスワードを発行

通知された申請用ログインＩＤとパスワード
によりログインし、 新しいパスワードを設定
して、登録内容を入力、 事業者情報登録を
おこなう。

確認・審査

登録料支払い
依頼メール送付

入金確認

事業者（管理者）ID、仮パスワード、
セキュリティコードの受領

※パスワード変更して代行申請可

事業者（管理者）ID、
仮パスワード、

セキュリティコード
通知

（講習を受講する場合）
Googleフォームより、 登録内容、 名簿掲載
希望有無、 サポートマップ掲載希望有無を入
力して、受講申込み

オンライン講習を受講

受講完了 及び 名簿等掲載希望無 を連絡 HP名簿等掲載準備

HP名簿、サポートマップへの掲載を確認
HP名簿、

サポートマップ
への掲載完了を通知

事業者登録料(一律6,000円)の支払い
（※管理者ID利用料は別途翌月請求あり）

Ｃ
Ｃ
Ｕ
Ｓ
事
業
者
登
録

オ
ン
ラ
イ
ン
講
習
受
講

登
録
完
了

教育動画視聴ＵＲＬ
等を通知

7． ＣＣＵＳ登録行政書士 申込みフロー
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8． 登録にあたっての注意事項 － ① 登録情報 －

行政書士が 事業者登録申請 するにあたっては、 下記についてご留意ください。

また、登録方法については、 以下のURLに掲載の手引やインターネット申請ガイダンス等をご参照ください。  

〈https://www.ccus.jp/p/document#register〉 

登録項目 入力例 摘要

建設業許可番号 ― 入力不要

商号または名称

必須 事業者名_フリガナ シンコウギョウセイショシジムショ

必須 事業者名_名称 振興行政書士事務所

代表者名

必須 フリガナ(セイ メイ) シンコウ タロウ

必須 代表者名（姓 名） 振興 太郎

所在地

必須 郵便番号 1050001 ハイフン 「-」 なし で入力してください。

必須 都道府県 東京都 プルダウンより選択してください。

必須 市区町村 港区 全角で入力してください。

必須 住所1 虎ノ門4丁目2番12号 全角、英数字記号半角で入力してください。

住所2 虎ノ門MTビル2号館 全角、英数字記号半角で入力してください。

必須 電話番号 03-5473-4586 電話番号はハイフン 「-」 付きで入力してください。

【留意事項】

1. 法人 ・ 個人区分は、 必ず 「個人」 を選択してください。 ※ 行政書士法人でも 「個人」 を選択してください。

2. 個人事業の開始届 (写し) 添付欄は、 行政書士証票を貼付した台紙のJPEG画像を添付してください。

3. 資本金、 完成工事高は、 いずれも0円としてください。

4. 建設に関わる業種情報欄は、 「 その他」 、 「行政書士」 と入力し、 ( )書きで登録番号を入力してください。

5. 社会保険に関する情報は、 いずれも加入 「無」 を選択し、 番号等の情報は登録しないでください。

6. 下記の入力例を参考に、 情報を登録してください。  特に、 朱書き部位に留意してください。

https://www.ccus.jp/p/document#register〉
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8． 登録にあたっての注意事項 － ① 登録情報 －

法人情報

必須 法人・個人区分 個人 法人でも 「個人」 を選択

法人番号 ―

建設業以外の事業の有無 有 「有」 を選択

添付書類

納税証明書(写し) ― 添付不要

所得税の確定申告書(写し) ― 添付不要

必須 個人事業の開始届(写し） 行政書士証票.JPG 登録依頼書に 行政書士証票の写しを貼付 して添付

資本金情報

必須 資本金額 0 千円 ０円のまま、入力不要

添付書類 ― 添付不要

完成工事高情報

必須 売上高(申込前年度) 0 千円 ０円と入力

必須 完成工事高(申込前年度) 0 千円 ０円と入力

登録項目 入力例 摘要

登録責任者

必須 フリガナ(セイ メイ) シンコウ ハナコ

必須 氏名（姓 名） 振興 ハナコ

必須 郵便番号 1050001 ハイフン 「-」 なし で入力してください。

必須 都道府県 東京都 プルダウンより選択してください。

必須 市区町村 港区 全角で入力してください。

必須 住所1 虎ノ門4丁目2番12号 全角、英数字記号半角で入力してください。

住所2 虎ノ門MTビル2号館 全角、英数字記号半角で入力してください。

必須 部署名 本社 部署がない場合は 「なし」 と入力してください。

必須 担当者電話番号 03-5473-4586 電話番号はハイフン 「-」 付きで入力してください。

担当者FAX番号 ― FAX番号はハイフン 「-」 付きで入力してください。

必須 メールアドレス hanako@gyousei.co.jp

mailto:hanako@gyousei.co.jp
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8． 登録にあたっての注意事項 － ① 登録情報 －

建設業許可情報

許可有無 無 「無」のまま

建設に関わる業種情報

現に営んでいる業種 ― 業種を選択しない

上記以外に営んでいる業種 その他 「 その他」 を選択

その他内容 行政書士（12345678） 「行政書士（登録番号）」 と入力する

健康保険

必須 加入状況 必須 無 プルダウンより「無」を選択

事業所整理記号 ― 入力不要

事業所番号 ― 入力不要

健康保険組合有無 ― 入力不要

健康保険組合名称 ― 入力不要

国保組合有無 ― 入力不要

国保組合名称 ― 入力不要

添付書類 ― 添付不要

年金保険

必須 加入状況 必須 無 プルダウンより 「無」 を選択

事業所整理記号 ― 入力不要

事業所番号 ― 入力不要

添付書類 ― 添付不要

雇用保険

必須 加入状況 必須 無 プルダウンより 「無」 を選択

労働保険番号 ― 入力不要

添付書類 ― 添付不要
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8． 登録にあたっての注意事項 － ① 登録情報 －

建設業退職金共済制度

必須 加入状況 必須 無 プルダウンより 「無」 を選択

共済契約者番号 ― 入力不要

添付書類 ― 添付不要

中小企業退職金共済制度

必須 加入状況 必須 無 プルダウンより 「無」 を選択

共済契約者番号 ― 入力不要

添付書類 ― 添付不要

労災保険特別加入

必須 加入状況 必須 無 プルダウンより 「無」 を選択

労災保険番号 ― 入力不要

整理番号 ― 入力不要

添付書類 ― 添付不要

CI-NET

CI-NET有無 無 プルダウンより 「無」 を選択

CI-NETコード ― 入力不要

電子証明書の種類 ― 入力不要

主要取引先 ― 入力不要

表彰履歴 ― 入力不要

所属団体 ― 入力不要

就業履歴データ連携認定システム ― 入力不要
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8． 登録にあたっての注意事項 － ② 登録依頼書 －

行政書士CCUS登録依頼書 （通常申請用 ： 新規 ・ 変更）
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8． 登録にあたっての注意事項 － ③ 特殊変更申請

 事務所名や住所等変更後の｢行政書士票｣ 発行前に、 CCUSの｢行政書士情報｣を変更申請する場合

【留意事項】 以下の記載の運用は、 「特殊変更申請のみ」 に適用します。 「新規申請」 では 「不備」 となります。

１． 個人の氏名・事務所名称・事務所所在地に変更が生じた場合の添付書類

(1) 行政書士CCUS登録依頼書 （行政書士票 更新前 変更申請用）

「証票記載内容 記入欄」 へ変更後の内容を (変更のない項目も含め) 記入。

（２項，３項の(1)も同様です）

(2) 単位会の受理印が押印された ｢行政書士変更登録申請書｣ の写し

・行政書士変更登録申請書：https://www.gyosei.or.jp/sites/default/files/2019/04/

fe2febe0132b9fa3bce33357e2cd6934.pdf

２． 法人設立の場合の添付書類

(1) 行政書士CCUS登録依頼書（行政書士票更新前変更申請用）

(2) 単位会の受理印が押印された｢行政書士変更登録申請書｣の写し

(3) 単位会の受理印が押印された｢行政書士法人成立届出書｣の写し

・ 行政書士法人成立届出書 ： https://www.gyosei.or.jp/sites/default/files/2021/04/

4aa9466269bff53d7ad924b4f1bc63fe.pdf

３． 法人の名称・事務所名称・事務所所在地に変更が生じた場合の添付書類

(1) 行政書士CCUS登録依頼書（行政書士票更新前変更申請用）

(2) 単位会の受理印が押印された｢行政書士変更登録申請書｣の写し

(3) 単位会の受理印が押印された｢行政書士法人名簿登載事項変更届出書｣の写し

・ 行政書士法人名簿登載事項変更届出書 ： https://www.gyosei.or.jp/sites/default/files/2016/03/

30fd61af8ff0d24f466f60fdceab3ce7.pdf

https://www.gyosei.or.jp/sites/default/files/2019/04/fe2febe0132b9fa3bce33357e2cd6934.pdf
https://www.gyosei.or.jp/sites/default/files/2019/04/fe2febe0132b9fa3bce33357e2cd6934.pdf
https://www.gyosei.or.jp/sites/default/files/2021/04/4aa9466269bff53d7ad924b4f1bc63fe.pdf
https://www.gyosei.or.jp/sites/default/files/2021/04/4aa9466269bff53d7ad924b4f1bc63fe.pdf
https://www.gyosei.or.jp/sites/default/files/2016/03/30fd61af8ff0d24f466f60fdceab3ce7.pdf
https://www.gyosei.or.jp/sites/default/files/2016/03/30fd61af8ff0d24f466f60fdceab3ce7.pdf
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8． 登録にあたっての注意事項 － ③ 特殊変更申請

留意事項

変更後の｢行政書士票｣発行前におけるCCUS｢行政書士情報｣変更申請の審査においては、 以下の事項を

確認いたします。 異なる場合は「不備」となりますので、 お間違えのないようフォームの使用及び情報の記入

をお願いいたします。

(１) 行政書士CCUS登録依頼書（行政書士票更新前変更申請用）を添付していること

※ 朱書き等の書式は変更せず、カラー画像ファイルJPG形式（JPEG形式）

 に変換してください。 モノクロ画像の場合は 「不備」 となります。

(２) 行政書士CCUS登録依頼書（行政書士票更新前変更申請用）の 「証票記載内容 記入欄」 記載内容

と CCUS変更申請登録情報 が合致していること

 その他

以下の様式は、 この資料に記載のURL（リンク含む） は変更になる可能性があります。 

 最新性を、 ご自身でご確認いただけますようお願いいたします。

・ 行政書士変更登録申請書

・ 行政書士法人成立届出書

・ 行政書士法人名簿登載事項変更届出書
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8． 登録にあたっての注意事項 － ③ 特殊変更申請

行政書士CCUS登録依頼書 （行政書士票更新前変更申請用）
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